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み
ん
な
で
さ
さ
え
る

国
保
会
計

国
保
会
計

国
保
会
計

ご
存
知
で
す
か
？

入
院
時
食
事
代
の『
減
額
認
定
証
』の
こ
と

＊
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が

減
額
認
定
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

＊
減
額
認
定
証
の
交
付
に
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。

＊
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限
は

毎
年
七
月
末
ま
で
で
す
の
で
、

八
月
以
降
も
必
要
な
方
は
、

再
度
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
（
八
月
申
請
で
八
月

一
日
か
ら
の
認
定
と
な
り

ま
す
。）

《
申
請
方
法
》

①
役
場
で
担
当
係
に
申
請
し
、『
減

額
認
定
証
』の
交
付
を
受
け

て
下
さ
い
。

必
要
な
も
の

・
国
保
加
入
者
（
老
人
医
療
受

給
者
以
外
）

 
保
険
証
と
世
帯
主
の
印
鑑

・
老
人
医
療
受
給
者

 
受
給
者
証
と
印
鑑

②
申
請
後
、
速
や
か
に
病
院
の

窓
口
に
「
減
額
認
定
証
」
を

提
示
し
て
下
さ
い
。

※
窓
口
に
提
示
し
な
い
と
減
額

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所

　
健
康
福
祉
課 

国
保
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
健
康
福
祉
課 

保
険
福
祉
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

　
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
施
行
さ

れ
た
こ
の
法
律
は
、
障
が
い
者
が

地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会

の
実
現
を
目
指
し
て
、
こ
れ
ま
で

の
制
度
上
の
課
題
を
解
決
す
る
と

と
も
に
、
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

を
さ
ら
に
充
実
し
て
い
く
た
め
に

制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
問
題
点

①
「
身
体
」・「
知
的
」・「
精
神
障
が

い
」
と
い
っ
た
障
が
い
種
別
ご

と
の
縦
割
り
で
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
て
お
り
、
施
設
・
事
業

体
系
が
わ
か
り
に
く
く
、
使
い

に
く
い
こ
と
。

②
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
が
不
十

分
な
自
治
体
も
多
く
、
必
要
と

す
る
方
全
て
に
サ
ー
ビ
ス
が
行

き
届
い
て
い
な
い
（
地
方
自
治

体
間
の
格
差
が
大
き
い
）
こ
と
。

③
支
援
費
制
度
に
お
け
る
国
と
地

方
自
治
体
の
費
用
負
担
の
ル
ー

ル
で
は
、
増
え
続
け
る
サ
ー
ビ

ス
利
用
の
た
め
の
財
源
を
確
保

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
点
な
ど
を
見
直

し
、
障
が
い
の
あ
る
方
の
自
立
を

支
え
る
た
め
、
障
害
者
自
立
支
援

法
で
は
左
記
の
内
容
の
充
実
を
図

っ
て
い
ま
す
。

自
立
支
援
法
の
ポ
イ
ン
ト

①
障
が
い
の
種
別
に
か
か
わ
ら
ず
、

障
が
い
の
あ
る
方
が
必
要
と
す

る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ

う
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
仕
組
み

を
一
元
化
し
、
施
設
・
事
業
を

再
編
す
る
。

②
障
が
い
の
あ
る
方
に
、
身
近
な

市
町
村
が
責
任
を
も
っ
て
一
元

的
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

③
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方
も
、

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
量
と
所
得
に

応
じ
た
負
担
を
行
う
と
と
も
に
、

国
と
地
方
自
治
体
が
責
任
を
も

っ
て
費
用
負
担
を
行
う
こ
と
を

ル
ー
ル
化
し
て
財
源
を
確
保
し
、

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
計
画
的
に

充
実
し
て
い
く
。

④
就
労
支
援
を
強
化
し
て
い
く
。

⑤
支
給
決
定
の
仕
組
み
を
透
明
化
・

明
確
に
す
る
。

　
サ
ー
ビ
ス
内
容
と
し
て
は
、
自

立
支
援
給
付
（
介
護
給
付
・
訓
練

等
給
付
・
自
立
支
援
医
療
・
補
装

具
）
や
地
域
生
活
支
援
事
業
（
相

談
支
援
・
移
動
支
援
・
日
常
生
活

用
具
の
給
付
ま
た
は
貸
与
な
ど
）

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
個
別

に
支
給
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
に

は
利
用
の
手
続
き
な
ど
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
役
場
の
担
当
係

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

利
用
者
の
負
担

　
利
用
者
負
担
は
、
所
得
に
着
目

し
た
応
能
負
担
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス

量
と
所
得
に
着
目
し
た
負
担
の
仕

組
み
（
一
割
の
定
率
負
担
と
所
得

に
応
じ
た
月
額
上
限
の
設
定
）
に

見
直
さ
れ
、
障
が
い
種
別
で
異
な

る
食
費
・
光
熱
費
な
ど
の
実
費
負

担
も
見
直
さ
れ
て
、
三
障
が
い
共

通
し
た
利
用
者
負
担
の
仕
組
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
定
率
負
担
、
実
費
負
担
の
そ
れ

ぞ
れ
に
低
所
得
に
配
慮
し
た
軽
減

策
も
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理

念
に
基
づ
い
て
導
入
さ
れ
た
こ
の

制
度
が
、
地
域
に
よ
り
密
着
し
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
の

た
め
に
も
関
係
機
関
と
の
連
携
を

さ
ら
に
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所 

健
康
福
祉
課 

保
険
福
祉
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」

福
祉
だ
よ
り

入
院
し
た
と
き
に『
減
額
認
定
証
』を
病
院
に
提
示
す
る

と
、
食
事
代
が
減
額
に
な
り
ま
す
。


